
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

二

一

三

号

仙
谷
官
房
長
官
の
「
私
的
メ
モ
」
の
定
義
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

中

川

秀

�
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仙
谷
官
房
長
官
の
「
私
的
メ
モ
」
の
定
義
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
仙
谷
官
房
長
官
の
「
私
的
メ
モ
」
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆

質
一
七
六
第
一
七
三
号
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
）
の
「
行
政
文
書
」
の
定
義
は
、
本
来
「
行
政
文
書
」
で
あ
る
べ

き
文
書
を
「
私
的
メ
モ
」
と
し
て
情
報
公
開
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

従
っ
て
、
下
記
の
質
問
を
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
民
主
党
の
西
村
智
奈
美
委
員
は
「
民
主
党
は
…
個
人

的
な
メ
モ
で
あ
っ
て
も
、
二
人
以
上
で
回
覧
、
閲
覧
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
組
織
共
用
文
書
と
し
て
行
政
文
書
の
定
義
に

含
め
る
と
い
う
考
え
」
と
述
べ
て
い
る
。
民
主
党
の
こ
の
考
え
方
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
問
い
た
い
。

二

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
の
審
議
に
お
い

て
、
「
組
織
的
に
用
い
る
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
増
原
義
剛
内
閣
府
副
大
臣
は
「
そ
れ
が
組
織
的
に
使
わ
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
れ
ば
、
個
人
的
な
メ
モ
も
行
政
文
書
に
該
当
す
る
こ
と
は
当
然
あ
り
得
る
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁

し
て
い
る
。
本
年
十
一
月
九
日
に
行
な
わ
れ
た
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
が
「
望
遠
レ

ン
ズ
で
盗
撮
さ
れ
た
よ
う
で
す
」
と
発
言
し
た
「
政
府
と
し
て
映
像
を
一
般
公
開
し
た
場
合
の
検
討
（
尖
閣
ビ
デ
オ
関

一



連
）
」
と
題
す
る
文
書
（
以
下
、
「
当
該
文
書
」
）
は
、
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
が
当
該
文
書
を
用
い
て
菅
内
閣
総
理
大
臣
に

説
明
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
該
文
書
が
組
織
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
。
も
し
も
、
組
織
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
の
審
議
に
お
い

て
、
枝
野
幸
男
修
正
案
提
案
者
は
、
「
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
」
と
い
う
文
言
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
「
四
条
に
つ

い
て
の
修
正
の
協
議
に
お
い
て
、
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
化
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
行
政
機
関
に
お
け
る
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
当
該
行
政
機
関
の
事
務
及
び
事
業
の
実

績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
方
で
作
成
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
文
書
は
組
織
的
に
用
い
る
文

書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
四
条
の
修
正
と
併

せ
て
読
む
な
ら
ば
、
委
員
が
危
惧
を
さ
れ
て
御
指
摘
を
さ
れ
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
必
要
な
文
書
は

作
成
さ
れ
、
そ
し
て
本
法
律
で
の
保
存
、
保
管
、
管
理
の
対
象
に
な
る
行
政
文
書
に
入
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
を
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
枝
野
幸
男
修
正
案
提
案
者
の
答
弁
に
よ
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
解
釈
に
基

二



づ
き
、
以
下
の
二
点
を
問
う
。

（
一
）

当
該
文
書
は
「
行
政
機
関
に
お
け
る
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
当
該
行
政
機
関
の
事
務
及
び

事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
文
書
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）

当
該
文
書
は
「
作
成
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
文
書
」
で
あ
り
組
織
的
に
用
い
る
文
書
に
あ
た
る
の
で
は
な
い

か
。

（
三
）

当
該
文
書
は
必
要
な
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
で
保
存
、
保
管
、
管
理
の
対
象

に
な
る
行
政
文
書
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。

四

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
の
審
議
に
お
い

て
、
枝
野
幸
男
修
正
案
提
案
者
は
「
民
主
党
は
、
こ
の
「
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
を
削
除
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
強
く
主
張
を
い
た
し
ま
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
菅
内
閣
に
お
い
て
、
行
政
文
書
に
関
す
る
「
組
織
的
に
用
い
る
も

の
」
と
の
定
義
を
削
除
ま
た
は
変
更
す
る
考
え
は
な
い
か
。

五

一
般
論
と
し
て
、
行
政
機
関
に
お
い
て
、
部
下
が
上
司
に
渡
し
た
文
書
は
、
職
務
上
、
「
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
で
は

な
い
か
。

三



六

一
般
論
と
し
て
、
府
省
の
課
長
が
、
担
当
事
務
の
処
理
方
針
に
つ
い
て
、
自
ら
の
考
え
を
部
下
に
伝
え
、
部
下
が
そ
れ
を

文
書
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
上
司
で
あ
る
局
長
に
示
し
て
、
相
談
な
い
し
説
明
し
た
場
合
、
こ
の
文
書
は
行
政
文
書
に
あ
た
る

か
。

右
質
問
す
る
。

四


